
マイナンバーカードを活用したプレミアム付き自治体ポイント事業について 
 

未来の芽創造課・情報政策課 
 

１ 概要 

本市では、2017 年９月より自治体ポイント（前橋ポイント）事業を実施しているが、

国は、消費増税時の反動減対策として、低所得者・子育て世帯向けプレミアム商品券及

び中小・小規模事業者の消費者へのポイント還元を実施した後、2020年夏頃 に、この枠

組みを活用した 消費活性化策（プレミアムポイント付与）を予定 している。 
 
【参考１：プレミアム付き自治体ポイント事業の仕組み（2019 年３月総務省資料をもとに作成）】 

  
【参考２：実施スケジュール（2019 年３月総務省資料）】 

   
 
２ 今後の取り組み 

（１）今年度（2019年度）の取り組み 

国は、2019年度を制度実施に向けた準備期間と位置付け、「個人番号カード利用環境

整備費補助金」（国費 10/10）を創設 した。本市では、６月補正予算に関連経費を計上

（14,638千円）のうえ、利用促進のための広報、利用者 ID（マイキーID）設定支援、店

舗募集等の事務を進める。 

（２）中長期的な取り組み 

政府は、2019年２月の閣議決定で、マイナンバーカードを健康保険証として使えるよ

うにすることを盛り込んだ健康保険法などの改正案を決定するなど、今後、一層の利用

拡大に向かっていく。本市では、これまでにも各種証明書のコンビニ交付、母子健康情

報サービス、マイタクでの活用など積極的な利活用を進めてきたが、今回の景気対策と

連動しながら事業を推進することで、マイナンバーカードの取得促進及び自治体ポイン

ト（前橋ポイント）の利用拡大に繋げていく。併せて、既存の行政ポイントとの連携・

一体化等も含め、さらなる利便性向上を図る。 



 

３ その他 

（１）2019年度景気対策（消費増税時の反動減対策）の全体像と本事業の位置づけ 

 

 

（２）議会対応 

   ５月 20日（月）の総務常任委員会で報告予定 

 

以上 


